
　　　　知名町農業委員会第９回定例総会議事録

１．開催日時　　　　　平成２９年１２月２１日　午前１０時５分～１１時１０分

２．開催場所　　　　　役場会議室

３．出席委員

１ 平 井 久 元 １１ 川 内 清 弘
２ 田 尻 博 樹 １２ 先 間 秀 明
３ 東 正 亮 １３ 元 榮 章 裕
５ 永 吉 雄 子 １４ 幸 山 利 忠
６ 川 畑 伸 之 １５ 林 茂
７ 福 田 則 明 １６ 芦 村 利 広
８ 池 沢 清 良 １７ 三 原 利 昭
９ 市 來 真 吾 １８ 中 瀬 秀 治

１０ 榮 米 子 計 １７名

４．欠席委員

なし

５．事務局職員

事務局長　　元榮恵美子　　　　係長　　中野吉裕　　　　主査　　田中雅俊

６．議事日程

第１　議事録署名委員の指名について
第２　議案第３４号　農地法第３条の規定による許可申請について
　　　議案第３５号　農地法第５条第１項の規定による許可申請について
　　　報告第１４号　農地法第１８条第６項の規定による届出について

　　　　　　　　　　付　議　事　項

議　長

事務局

　ただいまから平成２９年度第１０回知名町農業委員会定例総会を始めます。本日は、全委員出席で
す。それでは、会長から会務報告をお願いします。
　前回総会から昨日までの会務報告をいたします。
　１１月２７日　サトウキビ支部総会
　１１月２９日　奄美地区農業委員会先進地研修

事務局長

会　長

地法第３条の規定による許可申請について、事務局説明をお願いします。
　それでは、農地法第３条の規定による許可申請について、説明をさせていただきます。本日は売買
４件、贈与２件となっております。
　１番１号上平川瀬名原○○　５７４㎡売買です。譲渡人○○さん譲受人○○さん対価は○○円

　１２月１０日　南栄糖業出発式　　　　　　　　　以上です。
　これより議題事項に入ります。日程第１の議事録署名委員および会議書記の指名を行います。それ
では、知名町農業委員会会議規則第１３条第２項に規定する議事録署名委員ですが、１１番川内委員、
１２番先間委員を指名します。なお、本日の会議書記は、事務局職員の中野氏、田中氏を指名いたし
ます。以上で日程第１を終わります。それでは、日程第２の議題事項に入ります。議案第３４号　農

　２番１号芦清良水窪○○　７７２㎡使用貸借です。貸人○○さん借り人○○さん１年間の契約です。
　３番１号芦清良水窪○○　６３４㎡使用貸借です。貸人○○さん借り人○○さん１年間の契約です。
同月申請で、○○町で賃貸借４,０４５㎡許可済みです。
　４番１号田皆泊○○２,４２２㎡を含む計３筆の４,９３９㎡売買です。譲渡人○○さん譲受人○○
さん、対価全筆○○円
　５番１号住吉ウンダ○○１,８１９㎡を含む計２筆３,３２６㎡売買です。譲渡人○○さん譲受人○
○さん、対価全筆○○円。
　６番１号上平川前當○○１,４７５㎡売買です。譲渡人○○さん譲受人○○さん対価筆○○円です。
　７番１号赤嶺赤嶺原○○３７１㎡を含む計２筆２,９０７㎡贈与です。譲渡人○○さん譲受人○○さ
ん。
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　８番１号赤嶺大里○○４２９㎡使用貸借です。貸人○○さん借り人○○さん５年間の契約です。
　事務局の説明が終わりました、地区担当委員から補足説明をお願いします。
　はい、１番について説明します。譲受人は、５８才でサトウキビ、バレイショを作っています。２
種兼業農家で働きながら土日に農業をしています。機械類はすべて揃っています。
　２番３番説明します。譲渡人と譲受人は知人です。譲受人は１年前にIターンで、現在○○農園で
農業の研修中です。機械類は○○農園の代表が貸すとのことです。
　４番説明します。譲受人と譲渡人は知人です。この畑は譲受人がずっと耕作しておりまして、今回
売買となりました。機械類は全て揃っています。奥さんが認定農業者で、ユリ切り花、バレイショを
作っています。１、２号の畑には、バレイショが３号の畑にはユリ球根が植えてありました。
　５番について説明します。譲渡人と譲受人は知人です。小作していたのを今回買うことになりまし
た。譲受人は、昨年新規就農し、主にエンドウを作っています。農機具は全て揃っています。この畑
には、バレイショを植えてありました。
　６番について説明します。譲渡人と譲受人は、知人です。譲受人は６７才でサトウキビ、バレイシ
ョを作っています。機械類はすべて揃っています。昨年息子夫婦も帰ってきて農業を手伝っています
ので後継者もいますので、問題ないかと思われます。
　７番・８番説明します。７番、８番譲受人と譲渡人は兄・妹です。今回妹への贈与と、使用貸借で
す。サトウキビ、バレイショを作っていきたいとのことです。機械類は兄のものがあり、それを利用
するとのことです。
　事務局、担当地区委員からの補足説明が終わりました。何か質問はありませんか。
（なしの声）
　それでは、ただ今の原案に対して賛成の方は挙手をお願いします。
（挙手全員）
　はい、ありがとうございました。全員賛成ですので、ただ今の原案は許可決定します。続きまして、
議案第３５号　農地法第５条第１項の規定による許可申請についてを議題とします。事務局説明をお
願いします。
　はい、説明します。
　　転用事業者　知名町上城　○○　　譲渡人　知名町上城　○○さん

（なしの声）

　　土地の表示　知名町大字上城○○　１４０㎡　
　　事業計画　駐車場１００㎡　資材置場　４０㎡　
　　資金調達計画　　　　　　　　　　　　（資金調達）
　　　　　造成費　　　○○円　　　　　　　　自己資金　○○円

　右上に航空写真を添付してあります。右下に位置図を示してあります。この申請は追認申請のため、

　それでは、ただ今の原案に対して賛成の方は挙手をお願いします。
（挙手全員）
　はい、ありがとうございます。全員賛成ですので、ただ今の原案に対して、許可決定いたします。
　次に報告第１４号農地法第１８条第６項の規定による届け出について、事務局報告をお願いします。
　今月は、７件の申し出がありました。

始末書が出ています。　以上です。　
　地区担当委員の補足説明をお願いします。
　説明します。今回の申請は、農地パトロールの時に気付き、申請をするよう指導した案件です。詳
細は、始末書に記載の通りです。
　事務局・担当地区委員の説明が終わりました。何か質問はございませんか。

　１番田皆儒地○○３,６２７㎡含む計８筆１３,１６６㎡合意解約。
　２番芦清良星窪○○２,１６１㎡を含む計６筆８,３０１㎡農地中間管理事業へ載せ替えです。
　３番芦清良小名覇○○３,７４１㎡を含む計４筆７,９６５㎡農地中間管理事業へ載せ替えです。
　４番芦清良竿津野○○３,２７２㎡を含む計９筆３４,３７３㎡農地中間管理事業へ載せ替えです。
　５番芦清良先之増○○１,０７３㎡を含む計９筆１６,８８９㎡農地中間管理事業へ載せ替えです。
　６番上平川瀬名原○○５７４㎡他者への売買の為です。

　忘年会・新年会について
　農業委員会たよりについて
　次回定例総会１月２５日
　これをもちまして、１２月定例総会を終わります、ご苦労様でした。

　７番住吉ウンダ○○１,８１９㎡を含む計２筆３,３２６㎡農地中間管理事業へ載せ替えです。
　何か質問はございませんか。
（なしの声）
　それでは、本日の議題事項はすべて終了しました。その他で何かございませんでしょうか。
（なしの声）



上記のとおり相違ないことを確認し署名押印する。

　　議　　長　　平井　久元

　　署名委員　　川内　清弘

　　署名委員　　先間　秀明

平成２９年１２月２１日


